
平成 22 年５月 

 

 

「働きながら資格をとる」 

介護雇用プログラム推進事業 

ホームヘルパー２級資格取得コース 

募集要領 
 

 

＜目次＞ 

 

 

１ 「働きながら資格をとる」介護プログラム(緊急雇用創出事業)受託事業所募集 

 について（ホームヘルパー２級コース）・今後のスケジュール及び提出書類      ･････１ 

２ 求人申込書（見本）                              ･････６ 

３ 「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム推進事業企画書           ･････８ 

４ 「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム推進事業企画書記入要領       ･････10 

５ 神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付要綱           ･････12 

６ 神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助事業実施要領          ･････17 

７ 緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付対象事業に係る契約に関する特約約款 ･･･21 

８ 緊急雇用基金事業共通仕様書                                          ･････22 

９ 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業における失業者の雇用等に係る留意点について  ･････24 

10  質問票                                                                        ･････29 



「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム（緊急雇用創出事業） 

受託事業所募集について （ホームヘルパー２級資格取得コース）  

 

 市内の介護保険サービス事業所等で、ホームヘルパー２級資格取得を目指す求職中

の方を新規雇用し、養成機関で研修を受講してもらうことにより、事業所における人

材の確保の支援と介護サービスの向上を図る事業です。この事業は、本市から事業所

への委託業務として実施することとし、この度、当事業の受託を希望する事業所を募

集します。なお、当事業は、国の緊急雇用創出事業※として実施するものです。 

（※）「緊急雇用創出事業」 

   雇用情勢が厳しい中、国が創設した交付金により、臨時的な雇用機会の創出を

目的として実施する。 

 

１ 対象事業所 

平成 22 年５月１日までに開所している次の事業所 

(1) 横浜市内介護保険サービス事業所 

(2) 横浜市内障害福祉サービス事業所 

 

２ 募集事業所数 

(1) 30 事業所 

(2) １事業所あたりの雇用人数は１人とします。 

(3) 同一法人で複数の事業所が応募できますが、応募多数の場合は、１法人１事業所と 

する場合があります。 

  
３ 委託概要 

(1) 委託業務内容 

  ア 求人（公共職業安定所、自社ホームページ、求人情報誌等、公開の方法で行うこと） 

※ 公共職業安定所で求人の申込みをする際には、他の求人と区別するため、別添の 

見本のとおり、備考欄に「緊急基金雇用事業（横浜市）」と記入してください。 

その他、雇用の際は、「留意点について」を参照ください。 

  イ 求職中の方の新規雇用（就労・研修受講・資格取得） 

  ウ 当該事業所での通常業務（介護補助、事務等）への従事 

 

(2) 新規雇用者について 

  ア 求職中の方で、市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事務所で働き

ながらホームヘルパー２級資格の取得を目指す方が対象 

イ 新規雇用者の業務内容 

(ｱ) 養成機関におけるホームヘルパー２級養成研修の受講 

(ｲ)  研修受講のない日（時間）は、事業所における必要な業務（介護補助、事務等）

に従事 

※  原則月 11 日以上の雇用契約として下さい。 

※ １日の就業時間は雇用事業所で自由に設定できます。 

ただし、受講時間（休憩時間を除く）及び養成機関と事業所との間の通常の移 

動に要する時間も労働時間とされるため、実際の就労時間との合計が週 40 時間を

超えないことが必要です。 



 

(3) 雇用期間 

平成 22 年７月１日から平成 23 年２月 28 日までのうち、この事業で雇用した者に対し

ホームヘルパー２級の資格を取得させる期間以上 

※ 本事業による雇用期間の終了後も、雇用の継続をお願いします。 
 

(4)  委託期間 
契約締結後（平成 22 年６月下旬）から平成 23 年２月 28 日(月)まで 

 

(5)   委託料 

ア  人件費（賃金、交通費、社会保険料事業主負担分） 

     22 年度（雇用開始から 23 年２月までの８ヶ月分）上限額 2,120 千円 

イ 事務費（研修受講料、トレーナー超過勤務手当分、トレーナー研修費その他新規雇 

用者に係る事務費） 

22 年度 (22 年６月から 23 年２月までの分) 上限額 437 千円 

ウ 委託料は原則として雇用期間終了後、事業者から提出された請求書に基づき受託 
事業者指定の口座に振り込みます。あわせて実績報告書を提出していただきます。 
 

４  受託事業所の募集 

 
(1)  募集期間 

平成 22 年５月 10 日（月）から５月 31 日（月）まで 
受託を希望する事業所は、横浜市ホームページの下記 URL（「働きながら資格をとる」 
介護雇用プログラム推進事業のページ）から、必要書類をダウンロードし、電子メール 
にて下記アドレスまで送信してください。 

電子メールでの送信が難しい場合は担当まで御連絡ください。 
 
なお、メールの件名は次のとおりとして下さい。 

 
【応募】「働きながら資格をとる」（事業所名 担当者氏名） 
 

 
(2) 提出書類 

「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム事業企画書（ホームヘルパー２級 

コース） 

 
(3) 書類提出期限 

平成 22 年５月 31 日（月）午後５時【厳守】 

       

ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/zinzaikakuho/  
→『｢働きながら資格をとる｣介護雇用プログラム推進事業業務受託事業所募集関連資料』 
担当：横浜市健康福祉局高齢在宅支援課 「働きながら資格をとる」  

電子メールアドレス：kf-zai-hataraku@city.yokohama.jp  



 

 

５ 受託先事業所の選定方法 

 

(1)  選定手順 

ア 受託を希望する事業所を公募します。 

イ あらかじめ定めた評価項目により、応募をいただいた事業所の中から合計点の高い 

順に事業所を選定 

ウ 選定の結果は、応募した事業所に対し通知を送付いたします。 

エ 書類による契約が整い次第、委託開始となります。 

 

(2)  選定の際の評価項目 

  ア 事業所運営状況（過去の監査等での指摘の有無） 

イ 職員のスキルアップ支援の取り組み 

ウ 新規雇用者の雇用継続の可能性 

 

６ 事業の流れとスケジュール 

 

(1) 受託事業所募集開始時期（市ホームページに掲載） 

【募集期間５月 10 日(月)から５月 31 日(月)まで】 

 

(2)  事業所説明会の開催   

ア 日時  ５月 13 日(木) 午前 10 時から正午まで 

イ 場所 横浜市健康福祉センター(４Ｆホール)  

 

(3) 選定委員会開催（委託事業所決定） 

応募事業所に選定通知発送【６月中旬】 

 

(4)  契約締結（新規雇用者等計画書を市へ提出）【６月下旬】 

 

(5) 受託事業所は新規雇用者の公募を実施【契約締結日以降】 

 

(6)  委託事業所での面接・採用 

 

※  広報よこはま７月号にて、事業内容を本市から市民向けに周知し、希望する方には 

受託事業所（30 事業所）を紹介 

 

(7)  雇用開始 【平成 22 年７月１日以降】 

 

(8)  雇用期間終了後、委託料の請求書及び実績報告書を市へ提出→委託料の支出 

 

  

 

 



 

 

７ 注意事項 

 

(1)  平成 23 年 2 月 28 日までにホームヘルパー２級資格を取得させることが契約の条件です。

この条件を満たさない場合、または条件を満たすことが不可能になった場合には、委託 

契約解除となります｡ 

 

(2) 県実施分、市町村実施分を問わず、同一の方が複数の緊急雇用基金事業に従事することは 

できません。 

 

(3) 提出書類に虚偽があった場合は、委託を取り消すことがあります。 

 

(4) 当事業に関連する書類については、平成 28 年３月 31 日まで保存して下さい。 

事業終了後、監査が実施される予定です。 

 

(5) 福祉人材緊急確保事業助成金要綱に基づく助成金との併給はできません。 

  また、国の他の助成金との併給もできません。 

 

(6) 委託期間終了後、アンケートにご協力ください。 

 

８ その他 

 

(1)   質問がある場合は、添付の質問票もしくは電子メールにて事業担当へお問い合わせ下

さい。回答は随時横浜市ホームページに掲載します。 

 

(2)   今までの質問への回答もホームページに掲載しています。是非ご覧ください。 

 

 

 
【問い合わせ先】 

〒231－0017 

横浜市中区港町１－１ 

横浜市健康福祉局高齢在宅支援課 

「働きながら資格をとる」 

kf-zai-hataraku@city.yokohama.jp 

電話 671-3464／FAX 681-7789 
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太枠内に必要事項をご記入ください。
法人情報 （契約書上の契約者に相当します。）

法人名

代表者職

代表者氏名

所在地 〒 ―

電話番号

FAX番号

事業所情報 （雇用した失業者が、実際に就労する事業所に関する情報です。）

事業所名

管理者職

代表者氏名

郵便番号 〒

電話番号

FAX番号

担当者氏名

担当者電話番号

「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム推進事業企画書１
(ホームヘルパー２級コース）

事業種別

担当者メールアドレス

表面
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太枠内に必要事項をご記入ください。

２
50%以上 ％

30%以上50%未満

30%未満

３
職員の資格取得の支援策 (1)　資格取得のための外部講座に出席させている。

(2)　施設が受講料を負担している。

(4)　特にしていない。

(5)　その他（具体的に記入）

４

５
(1)　育成指針、指導方針等を定めて取り組んでいる。

(2)　育成指針等は定めていないが、育成・指導者を

　　　決めている。

(3)　指導方針等は無く、特に取り組んではいない。

６
委託事業終了後の継続雇用

□

□

８
記入者・役職

氏
名

役
職

人÷ 人＝

資格取得者数
（常勤換算後）

介護職員数
（常勤換算後）

(3)　法人内で受験対策講座を行っている。

該当する項目
に〇をつける

「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム推進事業企画書２
(ホームヘルパー２級コース）

ス
タ
ッ

フ
確
保
の
必
要
性

(1)　委託事業終了後の雇用については、
　　雇用する事業所・職種等が決まっている。

(2)　委託事業終了後の雇用を検討しているが、
　　具体的な内容については決まっていない。

(3)　委託事業終了後に雇用する予定はない。

１　応募の理由

該当する項目
に〇をつける

どちらか一つに〇をつける

継
続
雇
用
の
可
能
性

職
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
支
援

　↑該当する人数を入力し、割合を算出
　←どれか一つに〇をつける

（介護職員総数（非正規含む）
の中のホームヘルパー２級以上
の資格（※）を取得している職
員の割合）
※ホームヘルパー１級・２級、
介護福祉士資格取得者

職員の育成・指導の取り組み

スキルアップのため、外部の研
修に職員を参加させているか

参加させている

資格取得者の割合
（平成22年１月５日現在）

該当する項目
に〇をつける
（複数可）

参加させていない

他
事
業
応
募
状
況

７　他の基金事業の応募状況
  他の基金事業にも応募する場合、
該当事業の□欄にレ点を付けてくだ
さい。また、貴事業所における事業
の優先順位について、（　）内に数
字を記入してください。

（　） 働きながら資格をとる介護雇用プログラム事業

（　） 高齢者買い物サポート事業

（　） 介護人材定着促進事業（本事業）

裏面
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「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム推進事業企画書 
（ホームヘルパー２級資格取得コース）記入要領 

 

企画書は、法人及び事業所の基本情報を記入するもの（事業企画書１）及び本事業の業

者選定に利用するもの（事業企画書２）があります。企画書の作成にあたっては、次の要

領に沿って太枠内に所定事項を記入してください。 
※極力電子メールにて提出していただきますようお願いします。 

 
＜事業企画書１＞ 
１ 法人情報は契約書上契約者となる貴法人名、代表者職等法人情報を記入してください。 
 ①「法人名」及び｢代表者職｣は、正式名称を記入してください。 
   例）法人名：○○○会→○○○法人 ○○○会 
     代表者職：理事長、代表取締役社長 等 
２ 事業所情報は新規に雇用した方が実際に就労する事業所に関する情報を記入してくだ

さい。  
 ① ｢事業所名｣は県に届出している正式名称を記入してください。 
② ｢事業種別｣はプルダウンで該当するものを選択してください。 
③ ｢代表者職｣は、当該事業所の管理者を記入してください。 
④ ｢担当者メールアドレス｣は必ず記入してください。 

 
＜事業企画書２＞ 
１ 『１ 応募の理由』については、本事業の応募動機について記入してください。雇用

に緊急性がある場合は、その理由について記入してください。 
  例：資格をもっている職員が少ないため、この事業に応募し、将来リーダーとなる職

員の育成に取り組みたい。 
 
２ 『２ 資格取得者の割合』は、平成 22 年１月５日時点のホームヘルパー２級以上（ホ

ームヘルパー１・２級及び介護福祉士｢以下、『資格』｣）の資格取得者の割合について、

記入してください。資格取得後、“実際に介護業務に従事している人員を常勤換算した数”

を“介護業務に従事している全人員（非常勤含む）を常勤換算した数”で除した数を算

出し、該当する項目に○をつけてください。※介護職員には、訪問介護員を含みます。 
  例：介護職員常勤 30 人常勤換算数 28.0、介護職員非常勤 10 人常勤換算数 5.0、 

その内資格取得者 15 人常勤換算数 12.0 の場合 
    12.0÷(28.0＋5.0)＝36.4％  ⇒  30％以上 50％未満に該当 
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３ 『３ 職員の資格取得の支援策』は、事業所に従事する職員へのホームヘルパー１・

２級や介護福祉士等の資格取得支援策について、該当する項目すべてに○をつけてくだ

さい。（複数可） 
４ 『４ スキルアップのため、外部の研修に職員を参加させているか』は、事業所に従

事する職員を、他団体主催の研修等に、積極的に参加をさせているかどうかを記入して

ください。 
５ 『５ 職員の育成・指導の取り組み』は、事業所に従事する職員の育成・指導の取り

組み状況について、該当する項目に○をつけてください。 
６ 『６ 事業終了後の雇用計画』は、事業終了後の雇用計画について、該当する項目に

○をつけてください。 
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神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、現下の厳しい雇用失業情勢に鑑み、国から交付される緊急雇用創出

事業臨時特例交付金により造成する神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し

て、市町村が雇用・就業機会の創出を図るため実施する事業に要する経費に対し、予算

の範囲内で神奈川県緊急雇用創出事業特臨時例基金市町村補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて、補助金の交付に関する規則（昭和45年神奈川県規則第

41号。以下「補助金交付規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定める

ものとする。  

（補助の対象及び補助額）  

第２条 補助の対象となる市町村の事業（以下「補助事業」という。）は次のとおりと  

し、当該事業に要する経費に対して交付するものとする。  

(1) 失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供のために、民間企業、シルバー

人材センター、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法

人」という。）、その他の法人又は法人以外の団体等に対する委託により行う事業（以

下「委託事業」という。）  

(2) 失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供のために、自ら実施する事業（以

下「直接実施事業」という。） 

(3) 政令指定都市（地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令により

指定）又は中核市（地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令により

指定）が実施する公共職業安定所との連携により、離職者に対する生活・就労相談を

行う事業（以下「生活・就労相談支援事業」という。）  

２ 補助額は、事業に要する経費の10分の10の額とする。  

（交付申請）  

第３条 市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、緊急雇用創出事業臨時特例

基金市町村補助金交付申請書（第１号様式）を当該年度の4月1日（ただし、市町村の補

正予算により、年度の中途に緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付申請書の

提出を要することとなった場合は、当該補正予算が成立した日の翌日から起算して20

日を経過する日と事業を開始する日のうちいずれか早い日）までに知事に提出すること

とする。  

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。  

(1) 歳入・歳出予算の抄本  
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(2) その他知事が必要と認めた書類 

３ 市町村長は、前項の申請を行うにあたって、消費税及び地方消費税を補助対象経費と

する場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律

第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額

に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額

の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限り

ではない。 

（交付決定）  

第４条 知事は、前条の規定により交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当  

と認めたときは速やかに交付決定を行い、緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金

交付決定通知書（第２号様式）により市町村長に通知するものとする。  

（交付条件）  

第５条 前条の補助金の交付決定に当たっての条件は、次のとおりとする。  

(1) 補助事業の内容及び補助事業を構成する個別事業間の配分額を変更する場合は、速

やかに知事の承認を受けなければならない。ただし、補助事業を構成する個別事業間

の経費の配分を、補助事業経費総額の20％以内に相当する額で変更する場合はこの限

りでない。  

(2) 補助事業（補助事業を構成する個別事業を含む。次号において同じ。）を中止し、  

 又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなければならない。  

(3) 補助事業が予定の期間に完了する見込のない場合若しくは完了しない場合又は補

 助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなけれ

 ばならない。  

(4) その他補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、  

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、

緊急雇用創出事業臨時特例交付金について（平成21年１月30日厚労省発職第0130003

号）、緊急雇用創出事業の実施について（平成21年１月30日厚労省発職第0130008号）

及び本要綱の定めに従わなければならない。  

（交付申請の取下げ）  

第６条 補助金交付規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交  

付の決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。  

（補助事業の検査等）  
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第７条 知事は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、市町村長に対して報告  

を求め、又は県職員に事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができるものとする。  

２ 知事は、第５条第１項第４号の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、  

市町村長に対し、適合させるための措置をとるべきことを命じることができるものとす

る。  

（補助事業の変更、中止又は廃止）  

第８条 市町村長は、第５条第１項第１号及び第２号の規定に基づく知事の承認を受け  

ようとする場合は、緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助事業変更（中止、廃止）

承認申請書（第３号様式）に変更（中止、廃止）の内容及び理由を記載し、知事に提出

しなければならない。  

（実施状況報告）  

第９条 市町村長は、四半期毎に、当該四半期に契約を締結した実施事業について緊急雇

用創出事業臨時特例基金市町村補助事業実施状況報告書（四半期）（第４号様式）を作

成し、当該四半期終了後10日以内に知事に報告しなければならない。  

（実績報告）  

第10条 市町村長は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した  

日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村

補助事業実績報告書（第５号様式）により知事に報告しなければならない。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、市町村長は、前項の実績報告書

を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな

場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第11条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、市町村長は、実績報告後に

消費税の申告を行い、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場

合には、消費税仕入控除税額報告書（第６号様式）により、すみやかに知事に対して報告しなけ

ればならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

（補助金額の確定）  

第12条 知事は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、当該報告の補助事業の  

実施結果が交付決定の内容（第５条第１項第１号に基づく承認をした場合は、その承認

された内容）及びこれに付した条件に適合するものかどうか調査し、適合すると認めた

ときは交付すべき補助金の額を確定する。  
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２ 知事は、前項の場合において、確定額がすでに通知している交付決定額と相違する  

場合には、緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金確定通知書（第７号様式）によ

り確定額を通知することとする。この場合、既にその額を超える補助金が交付されてい

るときは、その超える部分の額について期限を付して返還させることを併せて通知する

ものとする。  

（補助金の支払い）  

第13条 この補助金は、補助金額の確定後の精算払いによる。ただし、知事が必要と認め

たときは、概算払いすることができる。  

２ 市町村長は、前項の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、緊急雇用

創出事業臨時特例基金市町村補助金概算払請求書（第８号様式）を知事に提出しなけれ

ばならない。  

（交付決定の取消し等）  

第14条 知事は、第８条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合若しくは次に掲  

げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができるものとする。  

(1) 市町村長が、本要綱若しくはこれに基づく知事の処分又は指示に違反した場合  

(2) 市町村長が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合  

(3) 市町村長が、補助金事業に関して不正、その他不適切な行為をした場合  

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必 

要がなくなった場合  

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補  

助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ものとする。  

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合（第１項第４号による場合を除く。）には、その  

命令に係る補助金の受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年利 

10.95％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。  

４ 第２項の補助金の返還期限及び第３項の加算金の納付期限は、当該返還の命令のな  

された日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、知事は未納の金

額に対して、その未納の期間に応じて年利10.95％の割合で計算した延滞金を徴するも

のとする。  

５ 知事は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは加算金又  

は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。  

（補助事業の経理等）  

第15条 市町村長は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の  
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収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。  

２ 市町村長は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項  

の会計帳簿とともに事業の完了した日（第８条の規定による事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間、保存しなけれ

ばならない。 

（補助事業の終了）  

第16条 補助事業は、平成23年度末をもって終了する。  

（その他）  

第17条 この交付要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は神奈  

川県商工労働部長が別に定める。  

   

附 則  
１ この要綱は、平成21年３月19日から施行する。  

２ 平成２１年２月２日付け商工労働部雇用産業人材課課長通知に基づき雇用産業人材課に提出され 

た計画書及び補助事業実施計画書（個別事業）は、第１号様式（第３条関係）補助事業実施計画書 

（第１号様式別紙１）及び 補助事業実施計画書（個別事業）（第１号様式別紙２）とみなす。 

附 則  
 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。  
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神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助事業実施要領 
 

第１ 目的 

 この要領は、神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付要綱（以下

「要綱」という。）に定めるもののほか、市町村補助事業の実施について必要な事項

を定める。 

 

第２ 新規雇用・就業機会の確保 

  市町村長は、神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金の趣旨に鑑み、事業内容、経費

の区分、事業執行方法等に留意し、また、失業者の新規雇用・就業機会を最大限に増大

させるため、次の事項を遵守するものとする。 

１  事業計画の要件 

雇用・就業機会を創出する効果を高めるため、要綱第３条の規定に係る事業計画（要 

綱第８条に係る変更があった場合には変更後の事業計画）において、年度毎の当該事

業計画全体として、次のいずれの要件にも該当するものであることとする。 

(1) 事業費に占める人件費割合が概ね７割以上であること。 

(2) 事業に従事する全労働者数に占める新規雇用（就業を含む。以下同じ。）の失業 

者数が概ね４分の３以上であること。 

  ２ 事業計画の策定等における留意点 

事業計画の策定及び実施に際して、以下の事項に留意するものとする。 

 (1) 離職した非正規労働者や中高年齢者、障害者、日系人その他就職が困難な者等に

対し雇用・就業機会が提供されるよう配慮すること。 

(2) 特定の失業者のみを対象とした事業や教員等公務員の退職者対策のための事業

とならないようにすること。 

(3) 本事業で新規雇用する労働者に関しては、県実施事業を含め、神奈川県緊急雇用

創出事業臨時特例基金により実施する複数の実施事業に同一の者が重ねて就く場

合は、原則として通算６か月未満（更新があった場合には通算１年未満）となるよ

う留意すること。 

 

第３ 補助事業の内容 

要綱第２条に定める補助事業の内容は次のとおりとする。 

１ 委託事業 

(1) 受託者の要件 

 要綱第２条第１項第１号の「民間企業、シルバー人材センター、特定非営利活動

促進法に基づく特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）、その他の法

人又は法人以外の団体等」とは、少なくとも、次の要件を満たすものをいうものと

する。 

  ア 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備しているものであること。 

 イ 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備しているものである

こと。 
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(2) 委託事業 

  補助事業の対象となる委託事業は次のとおりとする。 

ア 事業例（別添）を参考に、市町村が企画した新たな事業であること（既存事業 

（実質的にそのように判断されるものを含む。）の振替ではないこと。）。 

イ 建設・土木事業でないこと。 

ウ 雇用・就業の機会を創出する効果があること。 

エ 地域内ニーズがあり、離職した非正規労働者、中高年齢者等の失業者の次の雇

用までの短期（６か月未満）の雇用・就業機会にふさわしい事業であること。 

オ 事業で新規雇用する予定の労働者の募集にあたっては、公共職業安定所への求 

人申込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図るもの

であること。 

カ 事業で新規雇用する労働者の雇用・就業期間は６か月未満であること。 

なお、事業内容が次のいずれかに該当する場合に限り、その期間を１回に限り 

更新できるものであること。 

       ① 人材確保・人材高度化等が強く要請されている分野（介護、福祉、子育て、

医療、教育）の業務を受け持つ者 

② 特定の者（児童・生徒、障害者、高齢者等）との対人関係の中で継続的に 

サービスを提供する業務を受け持つ者 

③ 企画・管理部門等であって事業を継続するために必要不可欠な業務を受け 

持つ者 

④ 労働災害の発生頻度の高い業種において、単独又は少人数で従事する等当

該業務の性格から安全に業務を遂行するための知識・技術が各人に必要不可

欠な業務を受け持つ者 

⑤ 重大な災害の被災者又は家族の介護・看護若しくは家族の転勤により一時

的に居住地の変更を余儀なくされた者 

⑥ 更新して雇用した後も雇用期間の定めのない労働者として正式に雇用する 

ことに事業主が同意した者 

     ⑦ その他特に社会的配慮が必要な者 

キ 労働者を新規に雇用する際に、本人が失業者であることを確認するものである 

こと。 

(3) 委託契約等 

委託契約は、当該市町村における所定の規程によるほか、次の条件及び事項を含 

めなければならないものとする。 

ア 委託事業の予定期間及び終了予定期日 

イ 予定される事業費及び人件費 

ウ 事業に従事する予定の全労働者数及び新規雇用する予定の失業者数 

エ 事業で新規雇用する予定の労働者の雇用・就業期間 

オ 事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法 

カ 受託者は、労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であることを確認する義 

務を負うものであること。 
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キ 委託者は、受託者が(2)の各条件に反した場合は委託契約額の一部又は全部を 

返還させる権利を有するものであること。 

ク 事業が終了した場合は、アからオの事項を内容に含む実績報告を作成し、市町 

村に提出し、また、その内容が確認できる書面を事業終了後５年間保存しなけれ

ばならないこと。 

   ケ クにより委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に交付した委託費 

    に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、委託者は受託者に

対し、返還を命じなければならないこと。 

２ 直接実施事業 

直接実施事業は、１(2)に該当する事業であること。 

３ 生活・就労相談支援事業 

  地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令に指定される指定都 

市（以下「政令指定都市」という。）又は地方自治法第252条の22第1項の中核市の指

定に関する政令に指定される中核市（以下「中核市」という。）は、公共職業安定所

との連携により、離職者に対する生活・就労相談を行う事業（以下「生活・就労相談

支援事業」という。）を行うことができるものとする。 

(1) 事業の内容  

   基金事業の対象となる生活・就労相談事業は、以下のいずれにも該当するものと 

する。  

ア 求職者に対する総合的な就業・生活支援の拠点となる施設（以下「求職者総合

支援センター」という。）を設置し、１、２の事業に従事する労働者その他求職

者を対象に、住居の確保や各種生活支援策の利用などの生活上の問題や、将来の

安定的な職業への就職に向けた能力開発に関すること等に関する生活・就労相談

を実施すること。 

  イ 求職者総合支援センターの施設において、国が行う職業相談・職業紹介等の業

務との一体的な実施を図ること。 

  ウ 基金事業の実施に伴って実施する新たな事業であって、既存の類似の事業（平

成20年12月1日以降に開始したものを除く。）の振替でないこと。 

 (2) 政令指定都市又は中核市は、生活・就労相談支援事業の実施あたり、その一部又 

は全部を、民間企業その他法人又は法人以外の団体等であって同事業を適確に遂行 

するに足りる能力を有するもの（ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする 

団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体を除く。）に委託することが 

できるものとする。 

    また、その場合における委託契約は、政令指定都市又は中核市の財務規則等に 

基づいて行うものとする。 

  (3) この実施要領に定めるもののほか、生活・就労相談支援事業の実施に関して必要

な事項は神奈川県商工労働部長が別に定める。 
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第４ 新規雇用の失業者の確保等 

 １ 公共職業安定所を経由した新規雇用の失業者の確保 

市町村長は、事業の実施に伴い新規雇用されることとなる失業者が公共職業安定 

所を経由して確保されるよう努めるものとする。また、委託事業にあっては、この旨

を受託者に周知徹底するものとする。 

  ２ 新規雇用の失業者の把握 

市町村長は、当該事業における新規雇用の状況について常に把握するとともに、知 

事の求めに応じ、その状況を報告するものとする。 

 

第５ 補助事業の担当部署の設定等 

  市町村長は、補助事業に関する担当部署を定め、補助事業を周知・広報するととも 

に、各事業の委託や労働者の募集・採用等に関する問い合わせに対応するものとする。 

 

第６  財産の取得及び処分の制限 

 １ 補助事業を実施する場合に必要となり取得する財産（委託先が委託事業を実施する 

場合に取得する財産を含む。）の取得価格又は効用の増加価格は50万円未満のものと

し、50万円以上の財産の取得は認めないものとする。 

 ２ 補助事業により取得した財産（委託先が委託事業を実施する場合に取得する財産を含

む。）は、県の承認を受けないで、補助金等の交付目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

   附 則 

 この要領は、平成21年３月19日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成21年６月３日から施行する。 
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緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付対象事業に係る契約に関する特約約款 

 

第１条 この約款（以下「特約約款」という。）は、雇用・就業機会の創出を目的とする緊急雇用創出事業

臨時特例基金市町村補助金交付対象事業に係る契約に関し、委託契約約款（以下「約款」という。）の特

約を定めるものである。 

２ 甲及び乙は、約款及び特約約款に基づき、設計図書に従い、この契約を履行しなければならない。 

第２条 乙は、契約を履行するための従事者に、乙が失業状態から新たに雇用する者（以下「新規雇用の失

業者」という。）を含めなければならない。 

２ 新規雇用の失業者の募集にあたっては、公共職業安定所への求人申込みのほか、失業者が容易に知り得

るよう公開の方法によること。 

３ 新規雇用の失業者の雇用期間については次のとおりとする。 

(1) ６か月以内とし、緊急地域雇用創出特別対策事業実施要領の定めにより甲があらかじめ認めた者につ

いては、１度に限り更新を行うことができる。 

(2) 前号の規定にかかわらず、介護分野の事業については１年以内とし、更新は認めない。 ただし、介護

福祉士の資格取得を目指すことを目的とする事業については、１度に限り更新を行うことができる。 

４ 新規採用する際には、新規雇用者確認票【様式２】（以下「確認票」という。）に確認方法等を記載し

て、本人が失業者であることを確認すること。 

    なお、確認票は、確認のために用いた書類の写しを添付して、業務終了後５年間保存すること。 

５ 契約代金額（消費税抜き）に占める新規雇用失業者の人件費割合を、５割以上とすること。 

  なお、人件費は、当該委託事業に従事する新規雇用失業者の人件費で、当該労働者に支払われる給与、

通勤手当、賞与及び退職手当等の諸手当、社会保険料の事業主分等を含む。 

６ 乙が、前６項の規定に違反した場合には、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。こ

の場合、甲は、乙に対して、契約代金を支払わないことができ、また、すでに支払った契約代金がある場

合は、この契約代金の返還を求めることができる。 

７ 前項の規定により甲がこの契約を解除したことによって乙に損害が生じたときは、その損害は乙の負担

とする。 

第３条 乙が、この契約の履行に従事させる者の予定人数、新規雇用の失業者の予定数、予定雇用期間及び

予定人件費は、別紙の新規雇用等計画書【様式１】のとおりとする。 

２ 乙は、契約の履行の全部が完了したときは、約款第27条第１項に規定する通知とともに、精算額、人件

費、この契約の履行に従事した者の総数、新たに雇用した者の数等を、新規雇用等実績報告書【様式３】

（以下「報告書」という。）と、これに添付する新規雇用失業者リスト【様式４】により、甲に報告しな

ければならない。 

３ 乙は、第２項に規定する報告を行うに当たっては、報告書の内容を証するために、次の書面のうちのい

ずれかを、確認票に添付のうえ、契約の完了した日が属する横浜市の会計年度の終了後５年間保存しなく

てはならない。 

    なお、いずれかひとつの書面で報告書の内容を証することができない場合には、複数の書面により報告

書の内容を証しなくてはならない。 

(1) 雇用保険受給資格者証の写し 
(2) 離職票の写し 
(3) 公共職業安定所へ求職申し込みを行った際の求職受付票の写し 
(4) 廃業届（元自営業者の場合）の写し 
(5) その他、失業状態であることを証明する書類の写し 

第４条 乙は、本契約に係る、総勘定元帳、現金出納簿、領収書つづり等の会計関係帳簿及び労働者名簿、

出勤簿、勤務日報、賃金台帳等の労働関係帳簿類を整備しなければならない。なお、当該契約終了後にお

いても、契約の完了した日が属する横浜市の会計年度の終了後５年間当該帳簿類を適切に保存し、甲の求

めに応じて閲覧に供しなければならない。 
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緊急雇用基金事業共通仕様書 

 
１  新規雇用失業者の募集 

公共職業安定所を通じた募集を行う際に、求人申込書の６欄（備考欄）に「緊急雇用基

金事業（横浜市）」と記入すること。 
 
２ 新規雇用失業者の採用時における確認事項 
(1)  「失業状態」であることの確認等 

履歴書に基づいて口頭で行うほか、必要に応じて各号に掲げるいずれかの書類（複数

可）を提出させて確認すること。また、当該委託事業の検査等において、提出した書類が

閲覧される可能性がある旨を当該応募者に伝え、了承を得ること。 
ア 雇用保険受給資格者証の写し 
イ 離職票の写し 
ウ 公共職業安定所へ求職申し込みを行った際の求職受付票の写し 
エ 廃業届の写し（元自営業者の場合） 
オ その他、失業状態であることを証明する書類の写し 

(2)  他の基金事業への従事について 
応募者に対し、この事業が国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金に基づく「緊急雇用基

金事業」である旨を説明し、平成 21 年 4 月以降に他の緊急雇用基金事業に従事していたか

否かを確認し、従事していた場合には通算１年以内であることを確認すること。 
また、応募者が過去に当該基金事業に従事していない場合において、当該委託事業で雇

用された場合には、実施主体にかかわらず同一の者が緊急雇用基金事業に重ねて就くこと

ができるのは、通算１年以内である旨を説明すること。 
 
３ 新規雇用者の雇用期間について 

雇用に当たっては、６か月（介護分野の事業については１年）を超える雇用契約、期間

の定めのない雇用契約又は日々雇い入れる形での雇用契約（いわゆる日雇い）とせず、そ

れぞれの範囲において一定の雇用期間を定めて雇用契約を締結すること。 
なお、失業者が次の雇用に至るまでのつなぎの雇用を創出するという観点から、１月当

たりの実雇用日数が 10 日以上となるよう配慮すること。 
また、本業務が次のア又はイに該当する場合、特約約款第２条第３項の規定に基づき、

雇用契約期間を１回に限り更新することができる。この場合、乙はあらかじめ甲の了解を

得なければならない。なお、乙が当該委託事業以外の事業に従事させるために再雇用する

場合はこれを妨げない。 
ア 介護分野以外の事業 
イ 介護分野の事業のうち、介護福祉士の資格取得を目指すことを目的とする事業 

 
４ 報告資料等の作成 
(1)  新規雇用者確認票【様式２】の作成 
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「失業状態」であることの確認方法、確認内容及び確認結果について、個々人ごとに記

載し、２(1)において徴収した書類と併せて当該委託事業の完了した日が属する横浜市の会

計年度の終了後も５年間保存すること。 
(2)  新規雇用失業者リスト【様式４】の作成 

当該委託事業終了時に作成し、実績報告書に添付して提出すること。 
 
５ 雇用期間終了後のアンケート等の実施 

当該委託事業終了後、当該委託事業において雇用した失業者に対するアンケート等を甲

が実施する場合、乙はこれに協力すること。 
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記入日：平成 年 月 日 

 

質 問 票 
（働きながら資格をとる） 

法 人 名：              

事業所名：              

事業種別：                             

担当者名：              

電話番号：              

FAX 番号：              
   

質 問 事 項 

 

※ いただいた質問に対する回答につきましては、ホームページに

掲載させていただきます。 

 

送 信 先：■健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課 

      「働きながら資格をとる」 

ファクシミリ：045-681-7789 

Ｅメールアドレス：kf-zai-hataraku@city.yokohama.jp 
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